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奨学団体名
（奨学⾦名称）

2026
募集依頼⼈数

募集学年

募集学部・研究科
研究分野等

⼤学締切時期

給付 ⽉額 貸与 無

授業料相当額⽀給

（採⽤時）⼀時⾦

併給
年齢制
限

就労制限
出⾝地
制限

その他応募条件
・家計基準あり（原則として世帯年収800万円以下）
・連帯保証⼈（１名）が必要

併給可

―

学部⽣：卒業時年齢26歳以下
修⼠（博⼠前期）課程：修了時年齢30歳以下
博⼠（博⼠後期）課程：修了時年齢32歳以下

無

神⼾⼤学推薦枠（Ａ区分）申請要項参照

無

40,000円

無

学部⽣
修⼠（博⼠前期）課程
博⼠（博⼠後期）課程

全学部・研究科

奨学⽣募集要項（2026年度）

 

春秋育英会

学部⽣：2名
⼤学院⽣：2名

神⼾⼤学推薦枠（A区分）
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公益財団法人 春秋育英会 奨学金規程 

 

本会の事業並びに沿革 

 

 本会は、社会の発展と国民生活の向上は偏に教育の普及・充実にあるとの理念に基づき、昭和30年10月27日、当時、日本火

災海上保険株式会社（現 損保ジャパン㈱）の支援の下に、財団法人春秋育英会を設立しました。以来、今日に至るまで奨学育英

事業を通じ多くの有為の青年を社会に送り出して来ました。 

 本会は、本規定に定める諸条件を備える者に広く進学の機会を与え教育の普及・充実に寄与しようとするものであります。 

 

奨学金規程 

 

第１章 総  則 

(目 的) 

第１条 

 この規程は、公益財団法人春秋育英会定款第4条に基づき、本会の奨学金育英事業について基本的な事項を定め、その業務の

適正且つ確実な運営を図ることを目的とする。 

(奨学生の資格) 

第２条 

 本会が学資を給与する者は次の各号に該当し、心身健全、学力優秀であり、かつ経済的理由により修学困難であると認められ

た者とする。 

(1) 原則として22歳までの短期大学生 

  (2) 原則として26歳までの大学学部生 

   (3) 原則として30歳までの大学院修士課程生 

  (4) 原則として32歳までの大学院博士課程生 

 2. 本会から学資の給与を受ける者を奨学生と称し、給与する学資を奨学金と称する。 

 

 

第２章 奨学生の決定及び奨学金の交付 

(応募の手続き) 

第３条 

奨学生志望者は、次の書類を一括して、在籍学校事務局を通じて定められた期日までに提出しなければならない。 

  (1) 奨学生願書（本人自筆、連帯保証人と連署）   

  (2) 学校長または学部長の推薦(奨学生願書に明記) 

  (3) 写真1枚：上半身近影 4ｃｍ×3ｃｍ(奨学生願書に添付) 

  (4) 在学証明書 

  (5) 成績証明書(新入学者の場合は高校最終学年を含むもの) 

  (6) 連帯保証人の市町村長発行の所得証明書（取得できる直近の物） 

  (7) 奨学生志望者の家族全員の住民票（生計を別にしているものを除く） 

  (8) その他、必要と認められる書類 

 2. 前項の連帯保証人は原則として奨学生志望者の父母とし兄弟姉妹が主たる家計維持者の場合はその者とする。 

連帯保証人が同一世帯員でない場合は、その者の住民票も提出するものとする。 

(奨学生の決定) 

第４条 

 奨学生は各年度の事業計画に基づき、理事会（選考会）がこれを選考後、在籍学校および本人に通知する。 

2. 奨学生は「誓約書・振込口座届」を提出しなければならない。 

3. 原則として首都圏在住の奨学生については当会にて面接を行い、地方在住の奨学生についてはWEBにて面接を行う。 
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(奨学金及び交付方法) 

第５条 

 奨学金は、月額４０,０００円を給与とする。 

  2. 奨学金は、1学年を4期分（一期は３か月分）に分けて、原則として本人指定のゆうちょ銀行口座に送金する。 

(奨学金交付期間) 

第６条 

  奨学金の交付期間は、原則として在学する学校の正規の修学期間とする。 

 2. 修学の中途より奨学金を交付する場合は、残りの修学期間とする。 

（継続時の手続き） 

第７条 

奨学金の継続を希望するものは毎年度終了後に「学業成績証明書」「奨学金継続願」「学校生活の報告」を提出しなければなら

ない。 

2. 原則として首都圏在住の奨学生については毎年３～４月に当会にて面接を行い、地方在住の奨学生については最終学年であ

る３～４月にWEB面談を行う。 

（終了時の提出） 

第８条 

奨学金交付期間の最終年度の３月に「感想文」を提出しなければならない。 

(奨学金の停止・復活) 

第９条 

 奨学生が次の各号の一つに該当すると認められる場合は、奨学金の交付を停止する。 

     (1) 第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき 

     (2) 留年、又は休学したとき 

     (3) 停学その他の処分を受けたとき 

     (4) 奨学金を必要としなくなったとき 

 但し、上記2号および3号に該当する者が、その事由が止んで願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。 

(奨学金の返納) 

第１０条 

  奨学生が学生としてふさわしくない行為をした場合、または当財団の定める規程に違反した場合は、奨学金の交付を停止し、

交付した奨学金の一部または全部を返還させる場合がある。 

 

 

第３章 雑 則 

 

 (異動届出） 

第１１条 

  奨学生は次の事項について、その都度届け出なければならない。 

(1) 氏名、住所、連絡先電話番号、その他の異動が生じた場合 

    (2) 留年、休学、復学、転学又は退学したとき 

    (3) 停学その他の処分を受けたとき 

    (4) 連帯保証人を変更する場合 

    (5) 連帯保証人の住所その他主要なる事項に変更があったとき 

 

附 則 

  この規程は、令和8年4月1日から施行する。  尚、令和8年3月31日まで有効の公益財団法人春秋育英会 奨学金規程は 

同時に廃止する。 

 但し、施行前から引き続き奨学生である者は、なお従前の例による。 






